
昭
和
二
十
二
年
司
法
省
令
第
七
十
八
号

恩
赦
法
施
行
規
則

恩
赦
法
施
行
規
則
を
次
の
よ
う
に
制
定
す
る
。

第
一
条
　
恩
赦
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
号
）
第

十
二
条
の
規
定
に
よ
る
中
央
更
生
保
護
審
査
会
の
申
出

は
、
刑
事
施
設
（
少
年
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百

六
十
八
号
）
第
五
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
少
年

院
に
お
い
て
刑
を
執
行
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
少
年

院
を
含
む
。
以
下
第
一
条
の
二
、
第
六
条
、
第
八
条
及

び
第
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
保

護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
の
上
申
が
あ
っ
た
者
に
対

し
て
こ
れ
を
行
う
も
の
と
す
る
。

第
一
条
の
二
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
職
権
で
、
中
央
更
生

保
護
審
査
会
に
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
又
は

刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
刑
事
施
設
に
収
容
さ
れ
、
又
は
労
役
場
若
し
く
は

監
置
場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の

刑
事
施
設
の
長

二
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
て
い
る
者
に
つ
い
て
は
、
そ

の
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
る
保
護
観
察
所
の
長

三
　
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を
し

た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

前
項
各
号
に
掲
げ
る
刑
事
施
設
若
し
く
は
保
護
観
察

所
の
長
又
は
検
察
官
は
、
本
人
か
ら
特
赦
、
減
刑
又
は

刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
意
見
を

付
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上
申
書

に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

二
　
刑
期
計
算
書

三
　
犯
罪
の
情
状
、
本
人
の
性
行
、
受
刑
中
の
行
状
、

将
来
の
生
計
そ
の
他
参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す

る
調
査
書
類

本
人
の
出
願
に
よ
り
上
申
を
す
る
場
合
に
は
、
前
項

の
書
類
の
ほ
か
、
そ
の
願
書
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

判
決
原
本
の
滅
失
又
は
破
損
に
よ
っ
て
判
決
の
謄
本

又
は
抄
本
を
添
付
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
き
は
、
検

察
官
が
自
己
の
調
査
に
基
づ
き
作
成
し
た
書
面
で
判
決

の
主
文
、
罪
と
な
る
べ
き
事
実
及
び
こ
れ
に
対
す
る
法

令
の
適
用
並
び
に
判
決
原
本
が
滅
失
し
又
は
破
損
し
た

こ
と
及
び
そ
の
理
由
を
示
す
も
の
を
も
っ
て
、
こ
れ
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
　
次
に
掲
げ
る
者
は
、
職
権
で
、
中
央
更
生
保
護

審
査
会
に
復
権
の
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
保
護
観
察
に
付
さ
れ
た
こ
と
の
あ
る
者
に
つ
い
て

は
、
最
後
に
そ
の
保
護
観
察
を
つ
か
さ
ど
っ
た
保
護

観
察
所
の
長

二
　
そ
の
他
の
者
に
つ
い
て
は
、
最
後
に
有
罪
の
言
渡

し
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

前
項
各
号
に
掲
げ
る
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官

は
、
本
人
か
ら
復
権
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
意
見

を
付
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
四
条
　
復
権
の
上
申
書
に
は
、
次
の
書
類
を
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
判
決
の
謄
本
又
は
抄
本

二
　
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た

こ
と
を
証
す
る
書
類

三
　
刑
の
免
除
の
言
渡
し
の
あ
っ
た
後
又
は
刑
の
執
行

を
終
わ
り
若
し
く
は
執
行
の
免
除
の
あ
っ
た
後
に
お

け
る
本
人
の
行
状
、
現
在
及
び
将
来
の
生
計
そ
の
他

参
考
と
な
る
べ
き
事
項
に
関
す
る
調
査
書
類

第
二
条
第
二
項
の
規
定
は
、
前
項
の
場
合
に
こ
れ
を

準
用
す
る
。

第
二
条
第
三
項
の
規
定
は
、
第
一
項
第
一
号
の
書
類

に
つ
い
て
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
五
条
　
恩
赦
法
第
十
条
第
二
項
に
よ
る
復
権
の
上
申
書

に
は
、
回
復
す
べ
き
資
格
の
種
類
を
明
記
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
六
条
　
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願

は
、
刑
の
言
渡
し
後
次
の
期
間
を
経
過
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
た
だ
し
、
中

央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
本
人
の
願
い
に
よ
り
、
期
間

の
短
縮
を
許
可
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

一
　
拘
留
又
は
科
料
に
つ
い
て
は
、
六
箇
月

二
　
罰
金
に
つ
い
て
は
、
一
年

三
　
有
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
期

の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
。
（
短
期
と
長
期
と

を
定
め
て
言
い
渡
し
た
刑
に
つ
い
て
は
、
そ
の
刑
の

短
期
の
三
分
の
一
に
相
当
す
る
期
間
。
）
た
だ
し
、

そ
の
期
間
が
一
年
に
満
た
な
い
と
き
は
、
一
年
と
す

る
。

四
　
無
期
の
懲
役
又
は
禁
錮
に
つ
い
て
は
、
十
年

拘
禁
さ
れ
な
い
日
数
は
、
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は

刑
の
執
行
の
免
除
を
受
け
た
後
の
日
数
及
び
仮
釈
放
中

又
は
刑
の
執
行
停
止
中
の
日
数
を
除
く
ほ
か
、
前
項
第

三
号
及
び
第
四
号
の
期
間
に
こ
れ
を
算
入
し
な
い
。

前
項
の
規
定
は
、
刑
の
執
行
を
猶
予
さ
れ
て
い
る
場

合
に
は
、
こ
れ
を
適
用
し
な
い
。

第
一
項
た
だ
し
書
の
願
い
を
す
る
に
は
、
願
書
を
そ

の
願
い
に
係
る
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
に

つ
い
て
上
申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
刑
事
施
設
若
し
く

は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検
察
官
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

第
一
条
の
二
第
二
項
の
規
定
は
、
第
一
項
た
だ
し
書

の
願
い
が
あ
っ
た
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
七
条
　
復
権
の
出
願
は
、
刑
の
執
行
を
終
わ
り
又
は
執

行
の
免
除
の
あ
っ
た
後
で
な
け
れ
ば
、
こ
れ
を
す
る
こ

と
が
で
き
な
い
。

第
八
条
　
刑
事
施
設
若
し
く
は
保
護
観
察
所
の
長
又
は
検

察
官
が
本
人
の
出
願
に
よ
り
し
た
特
赦
、
減
刑
、
刑
の

執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の
な
い
と
き

は
、
そ
の
出
願
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
し
た
後
で
な
け

れ
ば
、
更
に
出
願
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
九
条
　
特
赦
、
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の

願
書
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
、
か
つ
、
戸
籍
の
謄

本
又
は
抄
本
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
登
記
事
項
証
明

書
）
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
　
出
願
者
の
氏
名
、
出
生
年
月
日
、
職
業
、
本
籍
及

び
住
居
（
法
人
で
あ
る
と
き
は
そ
の
名
称
、
主
た
る

事
務
所
の
所
在
地
及
び
代
表
者
の
氏
名
）

二
　
有
罪
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
及
び
年
月
日

三
　
罪
名
、
犯
数
、
刑
名
及
び
刑
期
又
は
金
額

四
　
刑
執
行
の
状
況

五
　
上
申
を
求
め
る
恩
赦
の
種
類

六
　
出
願
の
理
由

前
項
の
規
定
は
、
第
六
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
許
可

を
受
け
る
場
合
に
こ
れ
を
準
用
す
る
。

第
十
条
　
中
央
更
生
保
護
審
査
会
は
、
特
赦
、
減
刑
、
刑

の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
上
申
が
理
由
の
な
い
と
き

は
、
上
申
を
し
た
者
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

前
項
の
通
知
を
受
け
た
者
は
、
出
願
者
に
そ
の
旨
を

通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
条
　
特
赦
、
特
定
の
者
に
対
す
る
減
刑
、
刑
の
執

行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対
す
る
復
権
が
あ
っ
た
と

き
は
、
法
務
大
臣
は
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
を
し

て
、
有
罪
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察

庁
の
検
察
官
に
特
赦
状
、
減
刑
状
、
刑
の
執
行
の
免
除

状
又
は
復
権
状
（
以
下
「
恩
赦
状
」
と
い
う
。
）
を
送

付
さ
せ
る
。

恩
赦
状
の
送
付
を
受
け
た
検
察
官
は
、
自
ら
上
申
を

し
た
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
直
ち
に
こ
れ
を
本
人
に
交

付
し
、
そ
の
他
の
場
合
に
お
い
て
は
、
速
や
か
に
こ
れ

を
上
申
を
し
た
者
に
送
付
し
、
上
申
を
し
た
者
は
、
直

ち
に
こ
れ
を
本
人
に
交
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

上
申
を
し
た
者
は
、
仮
釈
放
中
の
者
に
恩
赦
状
を
交

付
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
刑
事
施
設
の
長
に
通
知
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
項
に
規
定
す
る
恩
赦
状
の
交
付
及
び
前
項
の
通

知
は
、
こ
れ
を
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管
轄
す
る
保

護
観
察
所
の
長
、
本
人
の
住
居
の
あ
る
地
を
管
轄
す
る

裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
又
は
本
人
が
収

容
さ
れ
て
い
る
刑
事
施
設
（
本
人
が
労
役
場
又
は
監
置

場
に
留
置
さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
け
る
当
該
刑
事
施
設

を
含
む
。
）
若
し
く
は
少
年
院
の
長
に
嘱
託
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

第
十
二
条
　
恩
赦
状
を
本
人
に
交
付
し
た
者
は
、
速
や
か

に
そ
の
旨
を
法
務
大
臣
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

第
十
三
条
　
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
判
決
の
原

本
に
付
記
を
な
す
べ
き
検
察
官
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を

し
た
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
と
す
る
。

第
十
四
条
　
検
察
官
は
、
恩
赦
法
第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
判
決
の
原
本
に
付
記
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
訴
訟

記
録
が
他
の
検
察
庁
に
在
る
と
き
は
、
そ
の
検
察
庁
の

検
察
官
に
そ
の
旨
を
通
知
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

前
項
の
通
知
書
は
、
こ
れ
を
訴
訟
記
録
に
添
付
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
五
条
　
有
罪
の
言
渡
し
を
受
け
た
者
で
大
赦
に
よ
り

赦
免
を
得
た
も
の
は
、
有
罪
の
言
渡
し
を
し
た
裁
判
所

に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
に
申
し
出
て
、
そ
の
旨

の
証
明
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
政
令
に
よ
り
復
権

を
得
た
者
も
、
同
様
で
あ
る
。

附
　
則

第
十
六
条
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施

行
す
る
。

第
十
七
条
　
朝
鮮
若
し
く
は
台
湾
又
は
関
東
州
、
南
洋
群

島
そ
の
他
日
本
国
外
の
地
域
に
お
い
て
有
罪
の
言
渡
し

を
受
け
た
者
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条
の
二

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
内
地
（
沖
縄
県
及
び

樺
太
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
そ
の
者
の
本

籍
又
は
住
居
の
あ
る
地
を
管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
対

応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官
は
、
職
権
で
、
中
央
更
生
保

護
審
査
会
に
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
上

申
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
に
規
定
す
る
検
察
官
は
、
前
項
に
規
定
す
る
者

か
ら
特
赦
、
減
刑
又
は
刑
の
執
行
の
免
除
の
出
願
が
あ

っ
た
と
き
は
、
当
分
の
間
、
第
一
条
の
二
第
二
項
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
見
を
付
し
て
中
央
更
生
保
護
審

査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
八
条
　
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
に
つ
い
て
は
、

当
分
の
間
、
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

内
地
に
お
け
る
そ
の
者
の
本
籍
又
は
住
居
の
あ
る
地
を

管
轄
す
る
地
方
裁
判
所
に
対
応
す
る
検
察
庁
の
検
察
官

は
、
職
権
で
、
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
復
権
の
上
申

を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

前
項
に
規
定
す
る
検
察
官
は
、
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
者
か
ら
復
権
の
出
願
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
分
の

1



間
、
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
意
見
を

付
し
て
中
央
更
生
保
護
審
査
会
に
そ
の
上
申
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
九
条
　
大
正
元
年
司
法
省
令
第
三
号
恩
赦
令
施
行
規

則
は
、
こ
れ
を
廃
止
す
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
四
年
七
月
一
日
法
務
府
令
第

二
九
号
）

１
　
こ
の
府
令
は
、
昭
和
二
十
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
　
こ
の
府
令
施
行
前
に
な
さ
れ
た
特
赦
、
特
定
の
者
に

対
す
る
減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
特
定
の
者
に
対

す
る
復
権
の
申
出
で
こ
の
府
令
施
行
の
際
ま
だ
特
赦
、

減
刑
、
刑
の
執
行
の
免
除
又
は
復
権
の
決
定
の
な
い
も

の
は
、
従
前
の
第
十
条
の
規
定
に
よ
り
理
由
の
な
い
旨

の
通
知
の
発
せ
ら
れ
た
も
の
を
除
い
て
は
、
第
一
条
の

二
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
上
申
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
二
七
年
八
月
一
日
法
務
省
令
第

七
号
）

１
　
こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
　
こ
の
省
令
施
行
前
に
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の

恩
赦
法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
上
申
、
出
願

そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
恩
赦

法
施
行
規
則
の
規
定
に
よ
っ
て
し
た
も
の
と
み
な
す
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
四
年
四
月
一
〇
日
法
務
省
令

第
二
一
号
）

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
三
年
三
月
三
〇
日
法
務
省
令

第
四
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す

る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
七
年
二
月
二
四
日
法
務
省
令

第
一
九
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
省
令
は
、
平
成
十
七
年
三
月
七
日
か
ら
施

行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
五
月
二
三
日
法
務
省
令

第
五
九
号
）

こ
の
省
令
は
、
刑
事
施
設
及
び
受
刑
者
の
処
遇
等
に

関
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
五
十
号
）
の
施
行

の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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